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１ 働き過ぎ防止のための法制度の整備等

（１） 長時間労働抑制策

①中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予の見直し

• 中小企業において特に長時間労働者比率が高い業種を中心に、関係行政機関や業界

平成２７年２月１３日労働政策審議会建議
「今後の労働時間法制等の在り方について」（抄）

団体等との連携の下、長時間労働の抑制に向けた環境整備を進めることが適当である。

• 上記の環境整備を図りつつ、中小企業労働者の長時間労働を抑制し、その健康確保等

を図る観点から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を５割以上とする労働基

準法第37条第１項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用することが適当

である。

• 中小企業の経営環境の現状に照らし、上記改正の施行時期は他の法改正事項の施行

の３年後となる平成31年４月とすることが適当である。
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労働基準法等の一部を改正する法律案の概要

長時間労働を抑制するとともに、労働者が、その健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的に働く
ことができる環境を整備するため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。

（１） 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
• 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。（３年後実施）

（２） 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
• 時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。

（３） 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
• 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこと
とする（労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない）。

（４）企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進（※労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正）
• 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員

Ⅰ 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等

※平成27年4月3日閣議決定

• 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員
会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

（１） フレックスタイム制の見直し
• フレックスタイム制の「清算期間」の上限を１か月から３か月に延長する。

（２） 企画業務型裁量労働制の見直し
• 企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康
確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。

（３） 特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設
• 職務の範囲が明確で一定の年収（少なくとも1,000万円以上）を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事
する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の
規定を適用除外とする。

• また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさ
せなければならないこととする。（※労働安全衛生法の改正）

Ⅱ 多様で柔軟な働き方の実現

施行期日：平成２８年４月１日 （ただし、Ⅰの（１）については平成３１年４月１日） 2


